
















１、連絡の徹底
●運転指令所に提出の作業予定表に沿った点検を行い、変更ある時は事前に連絡を行うこと。

２、安全対策
●触車災害防止のため列車運行に注意し、2名以上で作業を行うこと。

●安全帽、安全靴着用及び安全帯を装着すること。

●列車運行に支障しない様作業を行うこと。

※作業の注意点

３、作業後の確認
●遮断機点検作業完了後、列車通過にて異常がないことを確認すること。

遮断機点検時 のマニュアル

回路制御器の状態（上昇停止接点）の確認を行う。

遮断桿最大上昇位置

回路制御器

回路制御器の状態確認

●電源ＳＷ切りで、遮断桿を最大上昇位置まで上昇
させた状態で、上昇停止接点が密着している事を
確認する

※上昇停止接点が外れる恐れがある場合は、
ローラー調整を行なう

遮断桿が最大上昇位置の状態

で赤丸内の上昇停止接点が

密着している事を確認する

【資料①】



【緊急点検】

■ 期間 12月5日～12月24日

■ 台数 遮断機217台

線区 遮断機 屈折型 直桿型

琴平線 100 52 48

長尾線 60 26 34

志度線 57 38 19

合計 217 116 101

【資料②】

緊急点検

屈折型直桿型



【教育訓練等】

・定例教育を新たに策定

・現場の実技教育を強化

・安全対策推進室よる教育計画の見直し

・マニュアルの改訂（今年度末までに変更）

・運転保安設備実施基準の検査項目（遮断機）に規定し、踏切保安設備検査簿に検査項目

　を追加

【資料③】

新人 技術係 班長 助役

内容 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目 13年目 14年目 15年目

新人教習 ○ ○ 職場の仕事の理解、鉄道設備概要、各種手続き、IruCa、セーフティBOX

定例教習（6回／年） ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥

OFF-JT 規程（設備実施基準等、検査マニュアル）

基礎知識習得（電気設備の基礎知識、配線図の理解、踏切設備の材料、検査データの良否判断）

夜間作業関連（線路閉鎖、トロリ使用手続き、工事監督員の責務、列車無線の取扱い）

異常時対応方法（計画運休、台風、長雨、気温上昇、停電、故障、事故発生時）

その他（インシデント解釈、過去事象の振り返り）

OJT 実技教習_点検作業（信号通信・電力設備検査方法）

実技教習_交換作業（信号または踏切保安設備の更新、電力線や電車線の更新、変電所設備の更新）

実技教習_実務作業（道具・工具・測定器の取扱い）

効果測定 ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ①

臨時教習 必要の都度

1on1ミーティング ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ②

フィードバック ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ②

チームミーティング ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ②

技術講習（受講）

電車線路の保全 ○

電車線技術 ○

軌道回路 ○

継電連動1 ○

継電連動2 ○

鉄道電気セミナー ○

踏切保安 ○

直流変電所とき電回路 ○

高調波対策 ○

予備

技能講習

玉掛・小型クレーン・フォークリフト・フルハーネス型安全帯使用作業・高所作業車・アーク溶接等

運転免許講習 中型

リーダー研修 外部受講 手順書作成 工事計画 諸規定理解

労働安全衛生特別教育 外部受講

管理職研修 外部受講 修繕計画 資金計画

自己啓発（技術） 第2種電気工事士 2級電気工事施工管理技士 第1種電気工事士 1級電気工事施工管理技士 第3種電気主任技術者

自己啓発（事務） CAD 簿記3級 簿記2級

実技教育（信号通信）教育計画（安全対策推進室）策定中



【遮断機リレー】

■ 原因

・遮断機内部の各リレー（２個）のケース内に蟻が侵入し、一時的にブレーキが解除されず、

かつモーターへの通電もされなかったため、遮断桿が降下しなかったと考えられます。

・遮断機内部に上下2個のリレーが設置されていますが、上側のCR1に6匹、下側のCR2に96

匹の蟻が侵入しました。

【資料④】

遮断機（内部）

ＣＲ1

ＣＲ2

遮断機リレー（CR1、CR2：同じ形状）

正面 側面



【緊急対策】

■ 円座踏切

・8月19日、当該の遮断機を予備品と交換し、製造メーカーに詳細な調査を依頼しました。

・9月9日、当該踏切の踏切警示灯を特殊信号発光機（踏切警示灯付き）に変更しました。

・9月26日、当該踏切の遮断機（2台）の電源ケーブル及び制御ケーブルの更新を行いました。

■ 他の踏切

・8月20日、当該踏切と同種の遮断機219台（当該踏切含む）において、電源電圧、制御電源電圧、制御条件電圧の緊急測定

を実施し、異常がないことを確認しました。

【運転規制の通告】

■ 円座踏切：8月19日より、踏切手前で一旦停止後、速度制限15km/hを通告、8月20日始発より、踏切監視員を終日配置

し、速度制限を35km/hに切替ました。

■ 他の踏切：8月20日より、当該踏切と同じ遮断機を設置している他の踏切において、遮断桿の降下不良時に警報を表示する

機能（特殊信号発光機）を有しない踏切警示灯を使用している13踏切に、速度制限35km/hを通告しました。

【資料⑤】

特殊信号発光機

（踏切警示灯付き）

円座踏切



【再発防止策】

・1２月26日 、当該遮断機と同種の遮断機219台（当該踏切含む）のうち、未対策のリレー（281個）を使用している

遮断機のリレーを蟻侵入防止対策済みに交換しました。

・10月7日、全ての踏切（275踏切）に設置されている遮断機（707台）の内部に蟻駆除剤（効果1年）を設置しまし

た。1月13日、踏切器具箱についても遮断機と同様に、内部に蟻駆除剤（効果１年）を設置しました。

・遮断機内部リレーについて、12年目に一度更新することとしました。また、遮断機についても同業他社様の更新周期

を参考に、列車の運行本数等で1日の動作回数が異なることを考慮し、現在の更新周期25年から更新周期25年又は動作

回数150万回としました。

・1月30日、円座踏切に踏切防護用の地上子（絶対停止用）を設置しました。

【資料⑥】

踏切防護用の地上子（絶対停止用）を設置遮断機

蟻駆除剤

リレー（対策品）

ATS
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